第2回　国連改革に関するパブリックフォーラム

第一分科会【開発】記録

2006年2月2日(木)　13：00～15：10

三田共用会議所　３階大会議室

外務省大菅課長（国際社会協力部政策課）と熊岡が共同でファシリテーターを務める。敬称は、さんで統一する。

熊岡：全体会での報告者を決めておきたいと思う。櫛渕さん（ピースボート）にお願いしたい。（了解）

庄治真理子さん（敬愛大学教員）（中途入場につき、レジュメの項目４『NGOの参画とマルチラテラリズム』までは配布資料による。）：

多国間主義としてのマルチラテラリズムと、多様なアクターを包摂することを意図するマルチラテラリズムの２種類のマルチラテラリズムが存在する。

　世界サミットの成果文書の要点に、国際開発目標実施のための主要機関・閣僚級の年次会合、ハイレベル開発協力フォーラムを２年ごとに開催しグローバルな対話とパートナーシップの促進開発への脅威の評価・自然災害を含む人道危機への対応を行うという内容がある。また、国連システム全体の管理運営機関としての包括的な調整に関する記述もある。

　この成果文書から見えてくる問題点として、先進国の経済社会理事会離れにどう対応するか、人権委員会の設置の問題、平和構築委員会の設置の問題がある。

　経済社会理事会のメリットは、専門に特化したインテンシブな議論が行えること、国連憲章第63条から71条に規定されている、多様な主体と連携し協議する資格である。

　国連および経済社会理事会の改革について。国連全体の枠組みとして、第一にNGOや市民社会の代表を組み込んだ組織とすることを提案したい。第二に、「代表権なくして課税なし」ではなく「課税なくして代表権なし」となっている現状を指摘したい。トービン税、IFF、Jet税、武器の売買税、世界連帯税など、国連税の導入を提案する。

　経済社会理事会の改革で必要なことは、議事の多くを総会まであげずに、経済社会理事会で決定し執行すること、ILOの三者構成のようにNGO代表と政府代表のハイブリッド機関を作り、NGOの投票権を導入することと考える。これは国際開発目標実施のための主要機関として貧困問題の解決にも有効であると考えられる。

　NGOの参画に対する消極論として、NGOが暴徒化するのではないかという意見、テロ集団もNGOであること等からのNGO性善説に対する懸念、NGOは民主的手続きで逝去された市民の代表ではないという指摘などがある。

　多様なアクターを包摂するマルチラテラリズムについて、権力論の観点がある。「保護する責任」の問題があるが、国際法上の国際責任を果たす義務がある。

　NGOと国際責任という観点で考える際、NGOに問われるものは、NGOの国際責任を明確にするような国際規範の作成であり、またNGO相互の紛争解決のシステム構築である。

　（ここから記録）日本政府に期待することは、国際社会において提案のイニシアチブを持つことである。武器を持って言うことを聞かせるか、札束をもってするか、もしくは啓蒙か。答えは明らかではないか。

ヒューマンセキュリティーネットワークの提案を。リーズナブルなプロジェクトであれば国際社会はついていく。その上でのイニシアチブを。グローバルパートナーシップを超えてチームワークをつくることを目指したい。クラスタープロジェクトをもって、多様なアクターの積極的関与が望まれる形に。

川村暁雄さん（神戸女学院大学教員）

　ここで提示したい問題意識は、開発のRights based approachが人間の安全保障とどう関係があるのかということ。それを考えることなしに日本政府の言う内容の「人間の安全保障」が国際社会での貢献につながることはないのではないか。

　国連では長く国家が中心となってきたが、人権という分野は常に個人を中心として考えられてきており、個人を中心とする見方は「人間の安全保障」の議論の中で初めて出てきたわけではない。人権の分野の変遷を見るならば、現在は概念の拡大(社会権、経済権)、政策への反映、個別の各プロジェクトに適応できるようにする作業、権利を中心とした開発援助が重視されてきている。

　現在、人権高等弁務官の予算拡大が検討されているが、これもRights based approachの影響である。人権高等弁務官事務所スタッフは80年代半ばには80人くらいだったが、現在は多くの関連部門全体を含めて1000人に及んでいる。人権中心の考えが進められてきており、人権を主流化、人権高等弁務官務所を主流化する動きがある。このことは抽象的動きだけでなく、政策にもつながり、各国での国連機関の活動指針にもなる。イギリスのDIFID、北欧諸国、オランダのNGOなど、人権を中心におき始めるNGOが増えている。また、開発支援をあおぐ側のNGOの動きも変わりつつある。その中で人間の安全保障はどのような位置にあるか。日本政府の言う安全保障には問題があるのではないか、ということを話したい。

　外務省、JICAの方針の中で、「権利」は周辺的にしか出てこない。これに対して国際社会で人権は中心的なものとなっている。午前中の高洲さんのお話にあったように、憲法前文を「人間の安全保障」の根拠とするなら、権利が中心でなくてはならないのに実際はそうなっていない。

　ODAの中期計画で、人権侵害は脅威のひとつにすぎず、人間の安全保障とは欠乏から個人を保護することとなっている。「保護する」という語られ方が日本での語りかたの特徴。この「保護する」という言葉は、国内行政では生活「保護」、家出人、徘徊老人の「保護」など、主体性がない、自分で立ち上がる力の無い人を助けるという意味で使われる行政用語。教育、医療サービスなどは「保護」ではなく「権利」という言葉を使われる。これは正当に要求できるものか、上から与えられるものかの差であり、大きな違いである。

　もちろん政府の言う人間の安全保障論にもいい面はある。個人の尊厳、人びとの脆弱性、人や政府の能力に焦点を当てた部分などがそれである。

　「権利に基づくアプローチ」により顕著に出ているが、「権利」とは苦しんでいる人々と、力を持つ人との関係性を規定する言葉である。この関係性がJICA,政府の言う「人間の安全保障」には出てこない。要求する能力と実現することが出来る政府の能力として語る必要がある。

バングラデシュではNGOが非常に強く政府が弱い。教育もNGOが行う場合も多い。この状態では、全ての人に権利を保証することはできない。この反省からも「権利に基づくアプローチ」が出てきた。

　権利にもっと注目し、権利アプローチで議論されている内容を人間の安全保障の議論に組み込む必要がある。そうでないと、どこが新しいのか、ユニークなのかが見えてこない。現在、「人間の安全保障基金」が新設されたが、これで助成されているプロジェクトは既存の開発プロジェクトとどう違うのか。日本の場合はたまたまそれまでインフラ主体のプロジェクトが多く、現地のNGOへのお金の提供という手法は新しいかもしれないが、他の国ではすでに行われていること。どこが新しいのか、権利アプローチと絡めなおした上で考え直すことが私の提案である。

相木俊宏さん（外務省国際社会協力部国連行政課長）：(経社理について)

　成果文書を受け、経社理改革をどうするか、日本政府として方向性を出したい。成果文書では経社理がどう役割を果たしたか、日本の存在感を示すという問題意識。対象とするトピックを開発に特定し、具体化すべく議論。MDGの推進にあたって責任を負う役割について、下部機関で議論されたことを取り上げ、総会での同内容の重複を避けることも必要。MDGの実施状況、具体的にどういった対応が必要かを議論し、個別の国の進展状況をレビューすること。どういったことが途上異国、先進国に求められるかを議論したらいいのでは。

国の希望・考え方もあるからボランタリー・ベースで希望国をレビューするという方向性である。経社理会期の編成も議論、どのような成果を求めるか。

　決議、セッションの時の宣言文・合意文書の作成には多大な時間・エネルギーが割かれてきたのではないか。合意文書の重みと、さらに実質的な議論をすることで可能になる身軽な活動のどちらがより望ましいかという議論もある（日本としては実質的・機動的な議論に時間を割くべきと考えている）。

　災害対策では、緊急時に対応して会議が出来るようにあらかじめ対応能力の拡大をするという提案（現状では設定された会費でしか出来ない）。人権理事会の設置について、集中した議論が行われている。平和構築委員会に経社理の代表が入ることは経社理の評価向上につながる。他の機関との連携を強めることで経社理を評価していく。

　NGOとの関係について、NGOの協議資格により、対話が出来る。これをどう活かすか。この対話のありかたの充実、積極的な活動を含めて考えていきたい。

長谷川浩一さん（財務省国際局開発機関課長）

　世界銀行があり、それぞれの地域開発銀行があるという構造になっている。ウォルフェンソン総裁が就任し、国連グループ、世銀グループが密接に関係した時代となった。従来、世銀は融資をし、国連は贈与するという活動の違いがあったが、世銀グループが最近批判を受けてグラントが増えたので、国連グループと一緒に仕事が出来るようになった。また、ミレニアム開発目標の影響があり、達成のための共同努力として一緒に仕事をしている。世銀は各国でPRSPという、国ごとの貧困対策計画を作らせており、これはMDGの達成が目標となっている。

　世銀側の動きとして、政治的なことができないという協定がある。このため遠慮しすぎていたが、ウォルフェンソンさんが総裁になって変化し、各国のガバナンス・システムに対してものを言うようになった。これは国連の動きと共通点を持つことになる。

　NGOについて、世銀は20年前から仕事の変化を遂げている。NGOからの激しい非難を経て変化した。例えばPRSPの計画を作ってもらうとき市民社会、地元の国会議員をいかに取り込むか、取り込むことができたかが最大の成果である。

　安全保障について、政治に関われないという協定上、世銀グループなどでは使われない言葉。セキュリティーがセンシティブな言葉だから。エンパワメントという言葉を使う。これは重要な概念で、investment climateとともに2本柱としている。

大菅岳史さん（外務省国際社会協力部政策課長）：川村さんへ。外務省人権人道課は概念ではなくフォーラムを担当している。私のところは概念としての人間の安全保障を扱っている。川村さんは2つの概念を比べられたが、外務省の中ではフォーラムワイズとコンセプトワイズで二つの違った使い方をする。

　概念としての権利アプローチと人間の安全保障に関して、これは対立しているといえるか。人間の安全保障のほうが新しい言葉で、十分にデファインされてない。概念がしっかりしていないのに政府や国際でたやすく口に上るのは、新しい言葉を使うことでわかったような気にさせるから。「人権」という言葉は古くさい。もし「人間の安全保障」と言う言葉のほうが国内、海外でわかりやすいなら、プロモートすれば？といった感じである。

　人間の安全保障について、印象論だが、権利アプローチは権力者と戦って勝ち得るというもっぱら個人的なもの。個人だけでないものも含む言葉、対立概念はないか。安全保障は、個人も政府も、個人以外の人にも色々言える便利さがあるとは言えないか？

高木晶弘さん（オルタモンド）

提案は、革新的開発資金源についての検討～MDGｓ達成をどうするかということ。

　開発目標の達成という観点から、深刻な資金ギャップが存在している。革新的な開発資金源を視野に入れて考える余地がある。

　国際公約であるODAの対GNI比0・7％目標達成は難しい。2015年を視野に入れて開発資金源を伸ばす必要がある。

　国連総会において国連大学のアトキンソンさんが資金源に関する報告書を出した。イギリスのIFF（国際金融ファシリティ）など、革新的開発資金源の価値が成果文書にも取り上げられている。

　フランスではパイロットプロジェクトとして航空券に国際連帯税を課税し、HIVエイズ問題のための資金としている。イギリスではエアパッセンジャーデューティーの一部を開発資金に回している。アメリカはミレニアムチャレンジャー･･･（？）

　2006年は革新的スキームがスタートする年である。日本の場合はどういう議論が可能か。日本では革新的開発メカニズム事態が認知されておらず、また消費税増額などもあり税金の問題は難しい。しかし日本はG8サミットを開催する立場にあり、2015年まで10年を切っている中何ができるのかを検討するのも一つの選択肢ではないか。（資料2枚目に具体的提案）

長谷川さん（財務省）：資金調達の話について。

　予算を担当しているのではないが。高木さんの話を聞いて思ったが、我々の広告不足があるのか。革新的開発資金源は去年のサミットの間でも財務省の中でも散々議論され、いったん収束している。革新的開発資金源はパイロット的に導入されているが、出来る人だけがやるという方向。日本はやっていない。革新的開発資金源は2015年以降のお金を担保に借りてやってしまおうというものである。日本は予算制度上単年度主義をとっているので10年後の税収の話は出来ない。航空券課税が手法として問題なのは、取る主体と遣う客体がぜんぜん違う。なぜ飛行機に乗る人だけが開発のお金を負担しなければならないのか。航空税から開発資金を出すか消費税から出すか環境税からかという議論になるが、航空料金に課税するための説明は困難になる。この問題について決着は付いている。議論は大切だと思いますが。

　全体のピクチャーとして、2005年9月に食いきれないほどお金が集まった。今はそれをいかに効果的に使うかがより重要。日本の国際貢献は、0.7%には充分ではないが、ODAの実績はよくなっているのではないか。量だけでなく質の面も向上しており、ドラマティックに変わっているといえる。省庁間の協力、政策対応の成果だ。外務省、財務省で行政的なこともインプットできるようになっている。

　日本はどうするのかということだが、アイディアを歓迎する。

　2008年のサミットに向けて、アフリカについてどうするかということだが、前のサミットでアフリカの話は出た。アフリカなど13国への債務を全部チャラにするということをしている。日本人は開発に対する考え方として手段を与えることが大事だと思うのであまり賛成できないが、参加した。また、新たなスキームを作った。アフリカ民間部門支援のための資金を10億ドル用意し、立ち上がる手段を与えるためEPSAというファンドを立ち上げている。

岡庭健さん（外務省経済協力局開発計画課長）

ODAの貢献について。

　G8でアフリカ開発について話した。世界のMDGｓ達成のために我々としては今後5年間でODA増加を目指したい。

　アフリカ開発については、事業の成長が良かった。民間セクター育成のためのインフラ整備、支援を行った。アフリカとどういった連携をするか検討中。アフリカ貧困層の7割は農村なので、主に農業開発を支援している。日本は2国間では最大の支援国。農業分野の支援を大幅に削減（？）してきた。この分野導入を主張してG8で話した。アフリカ諸国も農業開発が不可欠だとして、農業分野の予算引き上げを宣言していることに呼応している。旱魃に強い稲の生産などの計画を作った。

　昨年保険と開発イニシアチブを発表。包括的協力を実地。先日は鳥インフルエンザ対策についても貢献することにした。

　国連との関係では、国連は主権国家がメンバーであり、その枠組みのもとで動く限り他の主体との取り組みかたには限界がある。資金力も各国の分担金をもとにしているが、開発事業活動まではなかなかできず、個別事業機関に頼っているが、各機関はそれぞれ別々の成立の歴史的経緯と独自のマンデートを持っている。調整は進んでいるが、独自の予算をもち、独自の理事会の下で活動しているのは今も同じ。

　国連機関のアカウンタビリティという問題がある。主権国家に対して説明責任を負っている今の状態で、参加した時に国連は誰に対してアカウンタブルであり、誰に説明するのか。色々なアクターが参加しているからというだけで参加してもうまくいかないのでは。

高木さん：使い方のほうが重要と言うのはそのとおり。ミレニアムプロジェクトの報告書でも質も量も大切で、まとまった援助をやれば必ず何かの役には立つから質だけでなくということを言っている。資金ギャップは途上国に大きな要素があり、経済成長で解消するのは難しい。ODAは国益がからむもので、グローバルな観点に見合うように資金が提供されるわけではない。日本からのODAもかならずしも貧困の度合いによってだされているわけではない。資金ギャップの問題をクリアできなければ起こるだろう国連の開発における権威の失墜は望ましくない。

大菅さん：今日は主に国連改革、経社理、改革資金源の問題が出た。

【質疑応答】

アフリカ日本協議会の斉藤さん：

　話を広げなくてはならない部分。午前中もワールドサミットの成果文書をもとにということだったが、実施機関としての国連なら機関の改革を。基本を決めること。どういう形で実現されるべきか。実現を担う仕組みと成果文書の議論が合わなく思う。

　実施の役割を担うべき機関に信用がおけない。国連軍の性的ハラスメントの問題、国連全体の不信の問題。お金を要請しても実施機関の不備から実施される見込みが無くてはお金は動かない。

　多様なアクターを包括するマルチラテラリズムについて、実施機関としての国連機関に対する問題意識が必要。マラリア対策基金は国連機関ではなく民間基金である。これに先進国・途上国政府、NGO、コミュニティ代表、民間企業社長が理事として参加している。これは緊急度合いに対する意識、問題意識の表れである。いままでの国連機関の働きへの不信があって新たな仕組みが作られた。国連全体の取り組みから生まれたが別の枠組みを持つ、課題に即したこういう改革が先行するのではないか。こういう動きにもっと注目を。

　『マクロ経済と保険』という本で、開発に向けた保険が扱われている。援助対象はいつまでも援助対象か。健全な国家主体として自立できる仕組みを。

　アフリカへの支援において民間セクターの成長を促す必要ということについて、一人当たりの民間セクターへの投資はアジアの倍であり、エネルギー、携帯電話などの産業に対する投資が動いている。観光客も増加している。アフリカは市場になり、経済の仕組みとしてまわるようになってきた。集中的に区切ってお金を投入すること(？)

京都大学院　飯山さん：

　庄治さんのイニシアチブの話について、抽象的なお願いであるように思われる。どこまで政府はNGOに関与しNGOはどこまで求めるか。ノンステートアクターズのこと。国益に関わらず行動できるアクターについて。政府に要求するだけでなく自らの活動をつきつめればよいのではないか。政府は新しい政策を打ち出すのばかりではなく成功例をもとにしてNGOとかと話し合って新しい政策を生み出すプロセスがあればよいのでは。

　ODAの質について、お金の使い方にしても成功例に基づいて使い方をすればよいのでは。

千葉大学の上村さん：

　国際連帯税について、政府でどこまで議論がされているのか？貧困の背景には金融資本があり、投資税、為替取引税が提案されている。投機的・バーチャル経済が実際の経済を押さえ込む中でそれをコントロールする。国際連帯税は投機税の第一歩として導入されたものと理解している。このことはどう思われるか。国際的所得再分配としての視点を持っておきながら賛同できないのか。

ネパールNGOネットの広沢さん：

　どうして貧困はなくならないのか。援助を受けているにもかかわらず、ネパールの貧困率は変化せず。日本政府はネパールに対して1800億円の援助を行っており、各国の援助額を合わせると1兆円になる。これはネパール国家予算の10年分で、単純に人口で割った額を各人に渡しただけでもかなり裕福になる。それを貧困率が同じなのは何なのか。国家予算の配分は、カトマンドゥ周辺に80％、山岳地帯が20％である。国際支援も道路があるようなところにしか届かない。インフラ的支援についても、海の無いあの場所では別のやり方があるのではないか。

（投機税に関して、ネパールに金融資本は無いが…）

　保健、教育、ジェンダー、それぞれ大事だが、ネパールで大事なのは自給自足できる農業の援助。我々は学校を作ったりするが、現地で本当に欲しいのは灌漑用水の援助。それがあれば自分で子どもを学校にやる。日本のNGOには農業NGOがほとんど無い。教育援助ばかり、あとは保健衛生が少し。

日本政府の農業支援はインフラなのか、個々の農村、農民への支援なのかを聞きたい。

熊岡さん：

これまで出た質問は、

国連の実務・実情をどう評価するか、国連の機関のように公益のために動く民間団体をどう位置付けるのか、

多様なアクター同士の関係、国際金融資本の動きへの評価とそれらへの課税による貧困削減をどう考えるか、ネパールで何が貧困の根幹かをどう考えるか、などである。

川村さん：

　国連の実務実施機関の役割の問題について。スキャンダルも起きているし、全体として構造的にどこまで効率・効果的実施が出来るのか、国連本体との連系も重要な問題である。

実施機関は自立する方がいいところもあり、しすぎてコーディネーションを失うこともある。HIV基金についてはWHOなどが専門的に動いている。国連自体はどのよう対応能力を持つか、改革を進めていく必要性がある。

岡庭さん：

　MDGの達成のためのIFFと主張する国もあるが、2015以降の援助は考えていないという前提がある。2015に達成できればあとは自分で成長できるということ。国連機関の調整については、個別の問題について、保険の分野の専門はWHO、現場のリプロなどはユニセフ、社会的な問題についてはMDP(?)　など、役割分担がなされている。一つの国の中でこれらを調整して協力してあたることは理論的には正しいが、実際現場ですべての国が機能しているかは試験的な状況。

　国の中で開発にまわる予算のなかで最大の割合は国内資金が占めている。アフリカの予算にしても、ほとんどがODAというわけでもない。貿易（？）が政府の資金を上回る場合は多い。その面ではそこまで達していないアフリカは悩ましい。

　ネパールの例について、金を投じても向上しないことについてはいつも悩んでいる。ではガバナンスがいい国にもっと援助を配分しようか、というような方向になっている。ネパールの援助は効率が悪いからやめましょうというようなことになる。2国間でやっているところではどうしょうもないところはやめますということに。

効率以上の問題で…（？）

　日本政府は総合的なことを考えているのでパフォーマンスが悪いからやめたりはしない。農業支援における考え方は、農業指導、品種改良のような特化した技術的指導だけでなく、保存用倉庫、作物販売のための都市への道路などプロセス全体を考えて支援している。

　成功例を活用するべきとのこと、我々もそのとおりと思う。日本の援助の国際社会での地位を回復しようとしている。個人的には日本の援助ほど成功したODAはないと思っている。今はアジア全体で、タイでうまくいった一村一品運動を広げようとしている。

庄治さん：

グローバルコンタクトについて、改革の上でどう考えるか。それ以外のCSO、非NGOはどうするかということについて。

専門的委員会などハイブリッドな形で関わればどうか。専門NGOが専門委員会になる。

NGO、他のアクターが入れるのかということについて、これから考えなくてはならない。

　先行して考えを進めざるを得ない。主権国家だけで固まるとそれ以外のアクターが別の組織を作り、すれ違いが生じる。今は国家対国家よりも非国家の問題が出てきて、国家アクターだけでは対応できない。だから人間の安全保障という考えが重要になる。

長谷川さん：

投機税については古くから提唱されているが、盛り上がらないのは輸入（？）為替市場が世界一エフィシェントな市場であり、課税への拒否反応が強いから。今のところはそれぞれの客体にそれぞれの国の中で課税する方向となっている。話題として出てはきたが、本格的に真面目には出てこなかった。

　貧困対策について、2005年6月の世銀評価で、「グラスはhalf full、half empty」と評された。　うまくいっていない国もある。一つ一つのプロジェクトのやり方が悪いのか。開発の潮流としてあった「貧困削減」として、教育・保険にお金が流れた。ある一定の国でそこにお金が回ったかはわからないところもあるのではないか。それぞれの地域の制度の問題になるのでは？

　各国の腐敗状況、ガバナンス、過去の融資の成績などを点数化して配分することにしている。中立的な組織としては仕方ない。各国が同じようにするかは各国の判断。ウォルフェンソン総裁の提言として、１番に農業、2番にインフラ、3番にアフリカに注目するというものがある。

高木さん：

　概念という表現がされたが、権利ベースアプローチは概念ではなく、具体的国別計画として考えられている。プロジェクト、お金の使い方も議論されてきた。

ネパールの開発援助について、自分たちが識字教育をするだけでなく、どうやって学校を使わせるのか、政府に教育予算を増やさせられるかという議論になっている。人権アプローチは具体的な取り組みを重視し、個別プロジェクトレベルの議論もある。

　人間の安全保障を使って具体的プロジェクトが出てくるか。現状の人間の安全保障では、JICAの人に言わせれば今までしてきたことが全て含まれ、何が新しいか言えない。日本で人権という言葉は弱い。何となく新しいから「人間の安全保障」という言葉を使うのでよいのか。

竜間さん（？）：

人間の安全保障と人権アプローチのことで、どういう学びがあるのか、内部での学習プロセスで評価している。二つは相互互換性が非常に高い。結果を出すことで、結果重視のアプローチが必要。

世銀グループと、国連などが近づいているということについて、フィールドレベルの国連開発グループと世銀の連携を強めたい。

グローバル基金も入ってくるが、それといかに融合させるか。

アクターが一杯あるから一つにするより、相互に互換しながら別々に動いた方が効率的。有機的な関係を現場で議論するのがいい。こういうときに個人を重視した場合何ができるかを考えていきたい。

大菅さん：

権利に基づく開発アプローチが害悪をもたらすものでないといいです(ライブドアと比較しないで欲しい)。

我々の人間の安全保障の概念について…（？）

串淵さん：

貧困削減にあたって、資金、効果的実施の問題に加え、先進国の責任という問題がある。企業や市民の意識変革が重要な問題。「ほっとけないキャンペーン」できっかけとしての関心がかつてないほど集まった。先進国の市民、日本社会に向けてこのうねりをどうするか。

岡庭さん：

おおいにやっていただくのがいいです。外務省にも広報、NGO担当部署があるが、日本の一つの問題はイギリスと比べるとNGOの声がとても大きく力が強いので、DIFIDもNGOのみがやっているように見える（実際はイギリス政府もNGOと意見を同じくしている）。我々が会議のためにファイナンシャルタイムズに記事を投稿しても載せてもらえなかったり、政府広報には限界がある。

新聞を見ても、日本と外国で途上国に対する記事の量がぜんぜん違う。関心を高める役割は政府でもプレスでもないから皆さんに頑張っていただきたい。我々が何かやるとかではなく皆さんの活動と一緒になってやるということにしたい。

熊岡さん：

人間の安全保障はかなり広い概念で、川村さんの言うアプローチをその中で生かすことも出来る。貧困は、実態を見ていくと多くの場合不公正な社会と結びつく。腐敗・汚職との関係で、「良い統治」の問題なども解決しないと。

たとえば、カンボジアにおいて、大きな額の国際援助にもかかわらず、（あるいはその一部が原因にもなり）和平協定以降の15年、かえって貧富の差は広がり、政府／政治における非民主制が強まっている。最近では、野党、労働組合、メディア、人権NGOリーダーの逮捕が続いた。和平協定15周年（2006年）にあたり、援助の効果、功罪などの見直しをする必要がある。外からの援助が「人間の安全保障」「貧困削減」という点で役に立ったのか、それともむしろ貧富の差を拡大、ある種の開発独裁を強めたのか、検証・議論されるべきであろう。

また日本政府の外交の問題として、カンボジア人側から見ると明確な姿勢、価値観が見えてこない。外交官から「黙っているからといって賛成しているわけではない」という声もあったが、トップドナーとして、人権侵害などの政治的事件に対して、それなりに明確な意見・評価を示してほしい。

　うまくまとめることは出来なかったが、引き続き今後も、国連改革などをテーマに、政府とNGO／CSO間の対話を続けていきたい。今後もよろしくご協力くださるようお願いします。

